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武雄市役所 

１階会議室 

１．協議件名 第３回こども教育会議 
（ICT利活用教育について） 

議事録 

内容 １ 開会（進行：中野つながる部長） 

 

 

２ 報告事項 

 （１）会議運営について 

   ⇒こども教育会議の位置づけ、今後の予定について、資料①、資料②をもとに事務局（企画課）

から説明を行った。 

 

 

３ 議事（議事進行：小松市長） 

 （１）意見交換 テーマ「ICT利活用教育について」 

   ⇒冒頭にスマイル学習課から、ICT利活用教育について、武雄市のこれまでの経過と現状を説明し

た後、出席者で意見交換を行った。 

 

 ＜出席者からの意見＞ 

（タブレット活用に関連する意見） 

・学校教育の原点は、児童生徒の実態把握にある。タブレットを一人１台持っていることのメリット

は、先生が一人一人の力が把握でき、それにあわせた対応ができることにある。 

・ICT教育の目的を明確にし、広く市民に伝えていくことが大切。今後も情報公開を継続していくべ

きである。 

・学校の先生は、スマイル学習以外の使い方でも、一人１台のタブレットの活用方法・アイデアを個々

にもっている。それを活かすための、知識を共有する場が必要ではないか。 

・いわゆる中１ギャップの解消や、登校しぶりの児童生徒の学習サポート、英会話での活用（インタ

ーネットでの英会話）など、新たなタブレット活用方法の可能性を探っていかなければならない。 

・スーパー食育スクール事業でタニタと連携して、食育にタブレットを活用した取り組みは、興味深

い。 

・第一次検証報告（※）で「明日の授業（スマイル学習）楽しみですか？」の項目が８０％以上の結

果となるなど、意欲面の効果がみられた。 

 

（電子黒板に関連する意見） 

・電子黒板は、積極的に利活用されている。デジタル教科書を活用することで、児童生徒が顔をあげ

て、電子黒板を見て、授業を受けることができている点を現場では評価されている。 

 

 



 

＜市長の発言＞ 

・ICT教育の位置づけや意義、目的を明らかにして、市民にわかる形であらためて整理して説明する

必要がある。 

・ICT 利活用教育は PDCA が大事。各教育委員においては、学校の先生とコミュニケーションを深

め、現場の声を集めて欲しい。第一次検証報告（※）のような定量的な報告書と、教育委員、現場

の先生の声を集めた定性的なもので PDCA をまわしていくのが大事であり、教育委員会内でぜひ

議論をよろしくお願いしたい。 

・新しく中１ギャップの解消や、英会話での活用など、教育委員から提案のあった事項についても教

育委員会でぜひ検討してほしい。新しく出てくる社会課題に対して、ICT利活用の可能性があるの

ではないか。 

・スマイル学習以外のタブレットの授業での活用方法について、各先生方はそれぞれ創意工夫をしな

がら行っており、そのノウハウを全体で共有できる仕組みを作ってほしい。 

 

※第一次検証報告書…武雄市「ICTを活用した教育（２０１４年度）」第一次検証報告書、東洋大学現代社会総合研究所 ICT

教育研究プロジェクト、2015 

 

 

（２）次回開催について（予定） 

    ・開催日 ：７月２３日（木）１３：３０～１４：３０ 

    ・討議内容：「幼保小連携について」 

 

 

 

４ その他 

 ・なし 

 

 

 

５ 閉会（進行：中野つながる部長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜地方教育行政の組織及び運営に関する法律＞ 
（総合教育会議） 
第一条の四  地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項につ

いての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、
総合教育会議を設けるものとする。 

 一  教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化
の振興を図るため重点的に講ずべき施策 

 二  児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれ
があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

２  総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 
 一  地方公共団体の長 
 二  教育委員会 
 
３～７ 略 
 

８ 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構
成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。 

こども教育会議（総合教育会議）について 資料１ 

協議・・・調整を要しない場合も含め、自由な意見交換として幅広く行われるもの 
 

調整・・・教育委員会の権限に属する事務について、首長の権限に属する事務と
の調和を図ること 



こども教育会議の予定について 資料２ 

日程 内容 

第１回 ４月２３日（木） 会議運営方法の決定 
教育全般に関する意見交換 

第２回 ５月１９日（火） テーマ別意見交換（放課後の過ごし方①） 

第３回 ６月２４日（水） テーマ別意見交換（ICT利活用教育） 

第４回 ７月２３日（木） テーマ別意見交換（幼保小連携） 

第５回 ８月１９日（水） テーマ別意見交換（官民一体型学校 武雄花まる学園） 
 

第６回 ９月２４日（木） 教育大綱（案）についての意見交換 
 

第７回 １０月２２日（木） テーマ別意見交換（放課後の過ごし方②） 
 

各月の定例教育委員会と同一日に実施 
  ※１３：３０～こども教育会議、１５：００～定例教育委員会 

※平成２７年６月２４日時点の予定であり、変更になる場合もありますので、ご了承ください。 


